
特集多様な入札・契約方式の活用

1.　はじめに

PPP/PFI については，「PPP/PFI 推進アクシ
ョンプラン（以下，「アクションプラン」という）」
に基づき，平成 25 年度を初年度として令和 4 年
度までの 10 年間を目標期間と定め，事業規模 21
兆円を目標として，内閣府を中心に政府全体でそ
の取組を推進している。アクションプランは毎年
改定をしており，本年においても 6 月 12 日に民
間資金等活用事業推進会議において改定が行われ
たところである。

本稿は，昨年に引き続き，アクションプランに
掲載されている国土交通省所管分野に係る PPP/
PFI，特にコンセッション事業等の重点分野にお
ける取組の現状及び令和元年に改定されたアクシ
ョンプラン（以下，「令和元年改定版アクション
プラン」という）の主な内容及びそれに対応する
国土交通省における取組を解説する。

2.　アクションプラン重点分野における
取組の現状

アクションプランにはコンセッション等の重点
分野が掲げられており，国土交通省所管分野で
は，空港，道路，下水道，公営住宅，クルーズ船

用ターミナル及び MICE 施設の 6 分野が該当し
ている。令和元年改定版アクションプランにおい
ては，事業分野ごとに，それぞれ以下の目標が掲
げられている（図－ 1）。
・平成 26 〜 28 年度の目標

空港 6 件（達成済み），道路 1 件（達成済み）
・平成 28 〜 30 年度の目標

公営住宅 6 件
（収益型事業及び公的不動産利活用事業を含む）

・平成 30 〜令和元年度の目標
下水道 6 件（実施方針目標）

・平成 29 〜令和元年度の目標
クルーズ船向け旅客ターミナル施設 3 件
MICE 施設 6 件
平成 30 年度までを集中期間としていた公営住

宅については，目標件数である 6 件を達成し，令
和元年 8 月時点で 10 件が事業者契約等を締結し
ている。

空港及び道路についても，当初の目標件数であ
る 6 件及び 1 件をそれぞれ既に達成しており，空
港については，熊本空港について本年 5 月に公共
施設等運営権実施契約を締結し，北海道 7 空港に
ついて本年 7 月に優先交渉権者を選定したほか，
現在，広島空港において公募選定手続きを行って
いるなど，他の分野に先んじてその取組が進んで
いる。

下水道については，当初，平成 29 年度までを
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集中取組期間とし，具体的検討に着手する団体 6
件を目標として掲げており，平成 30 年度までに
これを達成した。これを受け，平成 30 年度改定
において，平成 30 年度から令和元年度までに 6
件実施方針を公表することを目標として新たに掲
げたところである。これまで，平成 30 年 4 月か
らコンセッション方式に基づく運営事業を開始し
た浜松市に加え，平成 30 年度においては，平成
31 年 2 月には須崎市が優先交渉権者を選定した
ほか，現在，具体的な検討に着手した他の自治体
における案件の具体化を推進している。

平成 29 年度より重点分野に追加された MICE
施設及びクルーズ船向け旅客ターミナル施設につ
いては，令和元年度までの集中強化期間として取
組を進めている。MICE 施設は 6 件のコンセッシ

ョン事業の具体化を目標としており，既に実施契
約を締結している 2 件の先行事例を踏まえ，地方
公共団体におけるコンセッション方式の導入を促
していくこととしている。クルーズ船向け旅客タ
ーミナル施設についても，3 件のコンセッション
事業の具体化を目標とし，先行事例の形成を図っ
ている。

3.　令和元年改定版アクションプラン
の主な内容

令和元年改定版アクションプランでは，主な改
定内容として，
①　PPP/PFI の導入可能性検討を一部要件化し

た交付金事業等の分野拡大

図－ 1　アクションプラン重点分野における国土交通省の取組の現状
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②　PPP/PFI 地域プラットフォームの強化によ
る支援強化

③　キャッシュフローを生み出しにくいインフラ
に対しての導入支援 / 検討

が挙げられている。加えて，人口 20 万人未満の
地方公共団体への PPP/PFI の導入促進が引き続
き掲げられていることから，それぞれの内容につ
いて以下に概説する（図－ 2）。

⑴　PPP/PFIの導入可能性検討を一部要件化し
た交付金事業等の分野拡大
国土交通省ではこれまで，公営住宅，下水道及

び都市公園の一定規模以上の事業等に対して，交
付金又は補助金の交付・採択に際して PPP/PFI
の導入検討等を平成 28 年度より順次取り組んで
きたところである。

令和元年度からは，新たに，環境省が廃棄物処
理施設及び浄化槽に係る交付金事業等について
PPP/PFI の導入検討を一部要件化するとともに，
農水省が集落排水事業について，PPP/PFI の導
入検討の要件化に向けた検討を行うこととしてい

る。

⑵　PPP/PFI地域プラットフォームの強化によ
る支援強化
地方公共団体における PPP/PFI の案件形成に

向け，官民対話等を行う場として産官学金で構成
される地域プラットフォームの形成を推進してお
り，国土交通省においても平成 27 年度より，地
方 9 ブロックごとのブロックプラットフォームを
形成するとともに，地方公共団体単位のプラット
フォームの形成を支援してきた。

ブロックプラットフォームでは，地方公共団体
の首長同士が PPP/PFI を進める上での課題や今
後の方針などを意見交換する「PPP/PFI 推進首長
会議」や，地方公共団体職員等の PPP/PFI に係る
ノウハウ習得を目的とした「セミナー・研修」を通
じた普及・啓発のみならず，個別案件の事業性や
民間事業者の事業参画の条件などを官民で議論す
る「官民対話（サウンディング）」を実施し，プラ
ットフォームを通じた案件形成に取り組んでいる。

また，地方公共団体単位のプラットフォームに

図－ 2　令和元年改定版アクションプラン概要
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ついては，本年からは，内閣府・国土交通省で
「PPP/PFI 地域プラットフォーム協定制度」を創
設し，地域の主体的な取組に対する支援を強化し
た。同制度の詳細については後述する。

⑶　キャッシュフローを生み出しにくいインフラ
に対しての導入支援 /検討
上述のとおり，これまで，アクションプランで

は，空港，下水道などのキャッシュフロー（料金
収入）を生み出すインフラのコンセッション事業
等を重点分野に掲げ，政府として PPP/PFI の取
組を推進してきた。

一方，令和元年改定版アクションプランでは，
キャッシュフローを生み出しにくいインフラに対
しての PPP/PFI の導入に関する記載が新たに加
えられたところである。

これは，公共施設やインフラの維持管理業務を
念頭に，公共施設等の老朽化に加え，地方公共団
体職員が不足する中，適切な維持管理水準を維持
するための一つの手段として官民連携事業を更に
導入していくべきとの指摘と筆者は理解してい 
る。

公共施設等の維持管理に係る官民連携事業とし

ては，「包括的民間委託」の導入事例が存在する
ところであるが，アクションプランでは，キャッ
シュフローを生み出しにくいインフラに対して
PPP/PFI の利用が進まない理由，効果的な普及
策等を検討するとともに，各種支援制度を活用し
て導入を支援することとしている。

⑷　人口 20万人未満の地方公共団体における導
入促進
地方公共団体における PPP/PFI の導入につい

ては，内閣府及び総務省において，人口 20 万人
以上の地方公共団体に対して，優先検討規程の策
定を要請するなどの施策展開を図ってきた。この
点，内閣府の第 15 回 PFI 推進委員会計画部会

（平成 30 年 11 月 30 日開催）において，平成 30
年 3 月 31 日時点における事業主体規模別の PFI
事業の実施状況が公表されており，人口規模別に
市区町村（政令市を除く）における PPP/PFI の
実施状況を見ると，人口 20 万人以上の団体では
約半数が実施経験がある一方，人口 20 万人未満
の団体では 1 割程度に留まっていることが示され
ている（図－ 3）。

令和元年改定版アクションプランにおいては，

図－ 3　事業主体の規模による PFI事業の実施状況
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PPP/PFI の経験の少ない地方公共団体や小規模
の地方公共団体にも裾野拡大を図るためには，導
入可能性調査等の初期段階からの支援や実施主体
の負担を軽減する導入検討手法の普及が有効であ
るとの認識の下，内閣府において作成した公共施
設の空調整備・更新事業を例とした PPP/PFI 導
入可能性調査簡易化マニュアルの周知等により，
地方公共団体の負担軽減を図ることとしている。

国土交通省においても，中小規模団体において
自立的な検討・案件形成を進めることができるよ
う，「専門家派遣によるハンズオン支援」の取組
を令和元年度より開始した（後述）。

4.　令和元年改定版アクションプランを
踏まえた国土交通省における取組

最後に，3．で述べた，⑵ PPP/PFI 地域プラッ
トフォームの強化による支援強化及び⑷人口 20
万人未満の地方公共団体における導入促進につい
て，国土交通省における今年度からの新たな取組
を紹介する。

⑴　「PPP/PFI地域プラットフォーム協定制度」
の創設
本年 1 月に内閣府・国土交通省は「PPP/PFI 地

域プラットフォーム協定制度」を創設した。具体
的には，内閣府と国土交通省が地方公共団体，地
域の民間事業者，地域金融機関等で構成されるプ
ラットフォームと協定を締結し，国職員等の講師
派遣等を通じ，地域主体の取組を後押ししている。

地域における PPP/PFI の活用を推進する上で
は，地域の民間事業者の参画が重要であり，こう
した地域の取組を通じて，地域の様々な事業分野
の民間事業者のノウハウや創意工夫が生かされた
PPP/PFI 事業の形成が進んでいくことが期待さ
れる。

1 月から 3 月までに協定の締結先となるプラッ
トフォームを募集し，5 月に全国 21 団体と協定
を結んだところである。本協定に基づき，各地に
おいてセミナーや官民対話等の取組が行われてい
る（図－ 4）。

⑵　専門家派遣によるハンズオン支援
上述のとおり，人口 20 万人未満の地方公共団

体において PPP/PFI の取組が進んでいないこと
を踏まえ，中小規模の地方公共団体の自立的な案
件形成を推進することを目的に令和元年度より新
たな調査事業（「専門家派遣によるハンズオン支
援」）を創設した。

本事業は，地方公共団体において PPP/PFI を

図－ 4　「PPP/PFI地域プラットフォーム協定制度」概要
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検討する際，コンサルタント等に必要な検討・作
業を全て委ねてしまい，継続的な案件形成につな
がらないおそれがあるのではないかという問題意
識に基づき着想したものである。

従って，支援内容もあくまでも地方公共団体職
員自ら作業を行うことを前提にしており，国土交
通省が委託するコンサルタントを支援対象となる
地方公共団体（以下，「支援団体」という）に派
遣し，事業の具体化や公募に向けた必要資料の作
成など地方公共団体職員自ら各種作業・検討を行
う際にひな形を提示し，職員が作成した書類等に
対する添削などを行ったり，検討に際して生じた
疑問や課題についてメールや電話などにより都度
助言を行ったりする。そのほか，必要に応じ，民
間事業者との橋渡しや対話方法についても指導を
行うなど，幅広い支援を行っている。

今年度は北海道芽室町，茨城県下妻市，埼玉県
毛呂山町及び愛知県豊明市の 4 団体を支援してお
り，他の地方公共団体でも自立的に案件形成に係
る検討や作業が行えるよう，支援を通じて得られ
た結果をガイドライン等にまとめ，地域プラット
フォームなどの場を活用しながら，他の地方公共
団体等に広く共有する予定である。

5.　おわりに

本年は PFI 法が施行されて 20 年目に当たる。

これまでの関係者の尽力もあり，「PPP/PFI」と
いう言葉は一定程度認知されてきたものと考える
が，認知されてきたが故に，なぜ官民連携が必要
又は有効なのかという目的論がともすればなおざ
りになり，「PPP/PFI」という手段や手法そのも
のが注目される場面もあるように感じる。

官民連携の目的は，これまで行政が担ってきた
公共サービスや公共施設等の維持管理等を将来に
わたり持続可能な形で提供・担保していくこと，
また，行政が保有する資産を最大限活用し，地域
経済に活力を生み出すことであり，その目的は対
象とする施設や資産によって自ずと異なると考え
る。

また，官と民の役割分担も一様ではなく，双方
の利益・関心や置かれている状況を双方が理解し
ながら，適切なコミュニケーションを通じて構築
されていくべきものと考える。

人口動向や財政状況を含む地域や我が国の現
状・課題と向き合い，当該課題を解決する手段と
して官民連携が適切に活用されるよう，官民問わ
ず幅広い関係者と連携しながら，今後も施策を展
開してまいりたい。関係者の皆様におかれては引
き続きのご指導・ご協力をお願い申し上げる。

なお，本稿における意見や見解は組織を代表す
るものではなく，誤りは全て筆者の責に帰するも
のである。
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